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論    文

受動喫煙と歯肉のメラニン色素沈着との関係
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歯肉のメラニン色素沈着は有害物質 (例 :ニ コチン, タールなど)か ら歯肉を守るためにメラニン色素が

作られ,沈着するといわれている.歯肉メラニン色素沈着は喫煙者本人だけでなく,受動喫煙でも起こる可

能性がある.近年,喫煙および受動喫煙が関係 しているとの報告が多数あるが,受動喫煙環境下にない者の

歯肉にもメラニン色素沈着がみられることがあり,受動喫煙とメラニン色素沈着の間で有意差が認められて

いても,すべての人の歯肉にメラニン色素沈着がみられるとはいいきれない.そ こで今回,M短期大学学

生105名 を対象に,歯肉のメラニン色素沈着を沈着の濃さと沈着範囲で判定した.沈着の濃さおよび範囲は

Hedinの 分類を参考にclass3を 着色ありとした.ま たアンケー トによる調査項目は本人および同居者の喫煙

状況 (本人および同居者の過去と現在における喫煙.喫煙年数あるいは禁煙後の経過年数)と した.その結果,

喫煙者は0名 であり,喫煙経験者も1名のみであった.受動喫煙に関しては,受動喫煙を受けている学生22

名全員が受動喫煙の害を知 りながらも害を受けており、約 8害」の学生が受動喫煙を受けていなかった.ま た,

調査項日とメラニン色素沈着との関係を統計学的に分析した結果,受動喫煙を受けている学生は2■0%,受
けていない学生は790%であったが,受動喫煙を受けており歯肉にメラニン色素沈着があった学生は29%,

受動喫煙の経験が全 くないのにも関わらず歯肉にメラニン色素沈着があった学生は■9%で ,どちらも有意

差は認められなかった.

歯肉にメラエン色素沈着があるからといって「喫煙している,受動喫煙を受けているという先入観を我々

医療従事者が持ち,思い込みで患者への歯科保健指導を行ってしまうことは,患者への心理的負担などを与

えてしまうことにも繋がりかねない.よ って,歯科保健指導を行う際にはインフォームドコンセントを十分

に行い,患者一人ひとりの指導を行っていきたい
.
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近年,喫煙・受動喫煙の害について様々なところ

で報告されており,喫煙・受動喫煙と歯肉の着色の

関係性が注目されてきている.

喫煙によって,生命に関わる重篤な疾患の回腔が

んの発生のみならず,歯周病,歯肉のメラエン色素

沈着の発現,タ ールの歯面沈着による国腔の不潔,

味覚の鈍麻,不快な口臭の一因など,多方面にわた

ることは事実である1).喫
煙による.タ バコの煙に

は喫煙者が吸い込んで回腔から気管・肺へと入って

いく「主流煙」,それが吐き出された「呼出煙」,点

火部から立ち昇る「副流煙」に分類される。「副流煙」

の方が「主流煙」よりも有害だといわれており
2),
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受動喫煙により非喫煙者であるにもかかわらず,喫

煙者と同様の健康被害を受けてしまう.受動喫煙に

よる健康への悪影響については,流涙,鼻閉,頭痛

等の諸症状や呼吸抑制,心拍増加,血管収縮等生理

学的反応等に関する知見が示されるとともに,慢性

影響として,肺がんや循環器疾患等のリスクの L昇

を示す疫学調査がある'.受動喫煙にさらされてい

る人の20人 に 1人は早死の傾向が見られ, 日本にお

ける受動喫煙犠牲者は年間19,000人 にのぼる
4).受

動喫煙による歯肉メラエン色素沈着は,喘息やアレ

ルギー疾患よりも高確率に出現する
5,.タ バコを吸

うと,ニ コチンやタールなどの有害物質から歯肉を

守るためにメラニン色素が作 られ,歯肉にメラエン

色素が沈着するといわれている
6'。

また,タ ールが

歯肉に付着すると.歯肉の血流が悪化 し,歯肉の色

の変化に影響を及ぼす.ま た,歯肉メラニン色素沈

着は喫煙者本人だけでなく,受動喫煙でも起こる可

能性がある・ .受動喫煙とメラエン色素沈着の間に

相関が認められている研究は多数あるが,対象者全

員に相関が認められているわけではなぃ7‐8).著
者の

周囲に喫煙をしておらず着色の有る者がおり,多数

報告されている,「 喫煙 とメラエン色素沈着 との問

に相関がある」ということに違和感をもち,調査す

ることとした.そ こで,学生105名 の歯肉の肴色状

況および喫煙・受動喫煙と着色との関係について調

査 した.

Ⅱ.対象および方法

1.調査対象

被験者は本研究について詳しく説明をし,同意を

得られたM短期大学歯科衛生士学科 1年,2年 に在

学する女子学生104名 ,男 子学生 1名 ,合計105名

(19.5± 1.8歳)である。

2.調査時期

回腔内写真は平成27年 6月 中旬に撮影 し,ア ン

ケー ト調査と着色の評価については 9月 上旬に実施

した.

3.調査方法

1)喫煙と受動喫煙に関するアンケー ト

受動喫煙が与える歯肉への着色の関係性について

知るため,被験者の喫煙状況,受動喫煙の有無およ

び時間,同居家族の喫煙状況,受動喫煙の害に対す

る知識の有無について,ア ンケー トを行った.内容

は以下のとおりである.

(1)喫煙の有無

(2)喫煙の開始時期

(3)一 日の喫煙本数

(4)喫煙経験

(5)喫煙経験の期間

(6)週 1時間以上の受動喫煙の有無

(7)受動喫煙の時間

(8)同居家族の喫煙の有無

(9)受動喫煙の害の認知

(2),(3)は (1)で「喫煙 している」と答え

た被験者のみ,(5)に ついても (4)で「喫煙経

験がある」と答えた被験者のみ,(7)についても(6)

で「受動喫煙を受けている」と答えた被験者のみの

調査とした.ま た,ア ンケー トは選択形式および一

部,自 由回答形式で行った.

2)口腔内写真撮影

学生の歯肉への着色の有無をみるため,被験者を

椅子に座らせ,簡易撮影スタジオ内で回角鈎を用い

て上下顎前歯部の正面観を撮影した。

撮影条件 :ソ ニックテクノ社歯科口腔内デジタル

カメラシステム「キャノンEOS Kiss X2仕様 (マ ク

ロ リ ン グ ラ イ トMR-14EX)° 」 を 使 用 し,

HITACHI「 サ ンライン蛍光灯
C」

直下にETSUMI

簡易撮影スタジオを用いて照度及び反射を一定条件

で整えて笑顔の写真を撮影した。

図1 回腔内写真撮影風景

画像の色調補正に, フナコシ株式会社画像補正用

カラーチャー ト「CASMATCH・」を使用 した。

3)歯肉への着色の評価

(1)評価対象

M短期大学専攻科生 5名 にHedin,C.A.の 研究の

判断基準について説明し,評価 した.
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(2)評価

着色の無い歯肉および着色のある歯肉の状態は,

写真105枚の中から,Hedin,C.A.の研究の判断基

準
9)を

もとに,帯状に着色が明瞭とされるClass3を

「着色有 り」とした.
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2)同居家族の喫煙の有無

同居家族の喫煙の有無は,「家族が喫煙 している」

と答えた学生が35名 (33.3%),「 喫煙 していない」

と答えた学生が70名 (667%)だ った.

群  ″

0%  20%  40%  60,`  80%  100%

喫煙の有

受動喫煙の有無
酬まい

□いいえ

家族の喫煙の有無

図 2 Hedin,C.A.の 研究の判断基準 class391

4.統計処理

SSRI社 エ クセル統計2015に て独立性 の検定 を

行った.

5.倫理的な配慮

本調査においては調査の趣旨,内容,お よび得ら

れたデータは研究以外には使用しないこと,匿名化

しプライバシーの保護に配慮することを明記して,個

人的な情報は公開しないこととし,説明し同意を得た.

Ⅲ.結 果

1.喫煙

1)喫煙の有無

喫煙の有無を調査 したところ,「喫煙 してる」と

答えた学生は 0名 (0.0%),「 喫煙 していない」 と

答えた学生が105名 (100Ю%)だった。

2)喫煙の開始時期「喫煙をしている」と答えた学

生がいなかったため回答なし.

3)一 日の喫煙本数

「喫煙をしている」 と答えた学生がいなかったた

め回答なし.

4)喫煙経験

「以前喫煙 していた」学生が 1名 (■0%),「 以前

喫煙 していない」学生が104名 (99.0%)だ った.

5)喫煙経験の期間

「以前喫煙 していた」学生は禁煙 してから1年 も

経っていなかった.

2.受動喫煙

1)週 1時間以上の受動喫煙の有無

受動喫煙の有無に関しては,「受けている」と答

えた学生が22名 (21.0%),「 受けていない」と答え

た学生が83名 (79.0%)だ った。

図3 喫煙,受動喫煙,家族の喫煙の有無

3)受動喫煙の時間

受動喫煙を受けている者の受動喫煙の時間は,「24

時間」(1名 。45%)が最も長く,次に「10時間」 (1

名・4.5%)が長く,「 7時間」(1名・4.5%),「 6時間」

(2名・9■ %),「 5時間」 (3名・13.6%),「 3時間」 (2

名・9■ %),「 2.5時 間」(2名 ・9■ %),「 2時間」 (6

名・27.3%),「 1時間」(4名 ・18.2%)だった。

011 20%    40% 60%    80%    100%

‐24時 間

・ 10時 間

.7時 間

t16時 間

5時間

,3時間

25時間

・‐2時間

1時間

図4 受動喫煙の時間の割合

4)受動喫′
|■ の害に対する知識の有無

受動喫煙の害を知っているかどうかについては,

知っている学生が102名 (97■ %),知 らない学生が

2名 (■9%),無回答が 1名 (1.0%)だ った。

・:
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図 5 受動喫煙の害に対する知識の有無

5)受動喫煙と害の認知の関係性

受動喫煙を受けておらず受動喫煙の害を知らない

学生は 2名 (1.9%),害 を知っている学生は80名

(762%),受動喫煙を受てお り害を知らない学生は

0名 (00%).害 を知っている学生は22名 (2■0%),

無回答が 1名 (1.0%)だ った.独立性の検定を行っ

た結果,有意な関連は認められなかった.

表 1 受動喫煙の有無 と害の認知の関係
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図 7 着色の有無

い学生 は82名 (78■ 9。 )、 着色のある学生 は23名

(2■9%)だった.

喫煙経験との関係は、以前喫煙をしておらず,着
色の無い学生は81名 (77■ %),着色の有る学生は

23名 (21.9%)だ った.以前喫煙をしてお り,着色

の無い学生は 1名 (■0%),着色の有る学生は0名

(00%)だ った.独立性の検定を行った結果,有意

な関連は認められなかった.

3)受動喫煙との関係

受動喫煙と着色の関わりについては,受動喫煙を

受けておらず着色の無い学生は63名 (600%),着
色の有る学生は20名 (19.0%)で あった。受動喫煙

を受けてお り着色の無い学生は19名 (18■ %),着
色の有る学生は 3名 (2.9%)だ った.独立性の検

定を行った結果,有意な関連は認められなかった.

表 2 受動喫煙 との関わり

合計

83

22

105

独立性の検定 (p>005)

3.歯肉の着色状況

1)着色の判定

回腔内写真により,歯肉の着色状況を上下顎前歯

部について調査 した.着色の無い歯肉および着色の

ある歯肉の状態は,判定の目安を提示し行った.

図6 着色の有る歯肉と着色の無い歯肉の判定の目安

歯肉の着色があったのは23名 (21.9%),無かっ

たのは82名 (78■ %)だった.

2)喫煙 との関係

喫煙と着色の関係は,喫煙をしておらず着色のな

合計

82

23

105

独立性の検定 (p>OЮ 5)

4)受動喫煙の時間との関係

受動喫煙の時間と着色の関係は,受動喫煙を受けて

いる学生のうち着色の無い者は,「24時間」1名 (5.3%),

「10時間」 1名 (5.3%),「 7時間」 1名 (5.3%),「 6

時間」2名 (10.5%),「 5時間」2名 (105%),「 3時間」

1名 (53%),「 25時 間」 2名 (11■ %),「 2時間」 6

名 (26.3%),「 1時間」4名 (21■ %)の計19名であった。

着色の有るものは,「 5時間」 1名 (33.3%),「 3

時間」 1名 (33.3%),「 2時間」 1名 (33.3%)の

計 3名 だった.

5)受動喫煙の有無,家族の喫煙の有無との関係性

受動喫煙の有無

着色 無 し

着色 有 り

合計

受けていない

63(60Ю %)

20(19.0%)

83

受けている

19 .181(1)

3 129° 。

つつ
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図8 受動喫煙の時間と着色の有無

受動喫煙を受けておらず家族に喫煙者がいなく着

色が無い学生は48名 (457%),着色が有る学生は

15名 (14.3%),家 族に喫煙者がお り着色が無い学

生は15名 (14.3%),着 色の有る学生は 5名 (48%)

だった.

受動喫煙を受けており家族が喫煙 しておらず着色

が無い学生は 5名 (4.8%),着 色が有る学生は2名

(■9%),喫 煙 してお り着 色が無 い学 生 は14名

(13.3%),着 色が有る学生は 1名 (■0%)だった.

独立性の検定を行った結果,有意な関連は認められ

なかった.

Ⅳ.考 察

1.喫煙

厚生労働省国民健康栄養調査の成人喫煙率をみる

と,成人女性の平均喫煙率は9.8%と なっているが ,

今世紀にはいってからは20代女性の喫煙率は激減し

てお り2005年 の209%か ら2014年 の100%と 10年足

らずでほぼ半減の動きを示 してお り
10',今

回のアン

ケー ト調査では,現在の喫煙者は0名 であり,喫煙

経験者 も 1名 のみという非常に低い喫煙率であっ

た.こ れは,「若年層のたばこ離れ」に加え,今回

の調査対象者全員が医療従事者を目指している学生

であり,喫煙の健康への悪影響を十分に認識できて

いたと思われる.

2.受動喫煙

今回の調査では対象が学生 ということで,大見

ら
11)が

行った大学生のアルバイ ト就労先の喫′
1聖 につ

いての調査では,喫煙が規制されている職場は2割

に過ぎず,そ こで働 く学生達は,喫煙への不快さを

感じているものの何もせず我慢 している状況が報告

されている.学校。官公庁施設。医療機関などは徐々
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受動喫饉を受:ナてヽ なヽしヽ

賛動喫煙を費:すで1ヽる

図9 受動喫煙の有無,家族の喫煙の有無との関係性

に禁煙化してきているが,飲食店等はなかなか進ん

でいなく
12),受

動喫煙防止への対策が必要だと考え

られている.今回の調査からも受動喫煙を受けてい

る学生22名全員が,受動喫煙の害を知 りながらも害

を受けているが,約 8割の学生が週 1時間以 L連続

して受動喫煙を受けてはいなかった.ま た,同居家

族の喫数と受動喫煙者数に差がみられたことより,

喫煙者が家族と接 している時には分煙や喫煙 しない

などの配慮をしているものと思われる.

3.歯肉の着色状況

メラニン色素沈着は喫煙や受動喫煙による可能性

が高いが,受動喫煙とメラエン色素沈着の間で有意

差が認められていても,すべての人の歯肉にメラニ

ン色素沈着がみられるとはいいきれなぃ7-8)。

そし

て今回の調査では受動喫煙を受けている学生のうち

歯肉に着色のあった学生は 3名 (2.9%)と 1割 に

も満たなかった.しかし,受動喫煙がなく,家族に

も喫′
t型者がおらず,歯肉に着色のあった学生が 2名

(1.9%)と ,受動喫煙の経験がないのにも関わらず
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歯肉に着色がみられた.メ ラエン色素沈着は受動喫

煙,喫煙の影響によるものと過去の文献からも報告

されている7‐ 8)13‐ 15)が
,105名 全員が喫煙 していない

と答えたことから,着色のあった23名 の学生は喫煙

が原因ではないと考える。また,着色のあった学生

(23名 )と ,受動喫煙を受けていると答えた学生 (22

名)の人数は,ほぼ同じ結果となった。しかし,着

色との間に有意な関連は認められなく,受動喫煙を

受けている学生のうち着色のあった学生は3名 と少

なかった。この結果から必ずしも歯肉メラエン色素

沈着 と喫煙・受動喫煙とでは相関があるとはいえな

いことが示唆された.歯肉メラエン色素沈着は,喫

煙,受動喫煙の他に,色素性母斑やアジソン病,ポ

イッ・イエガース症候群, フォン・レックリングハ

ウゼン病,マ ッキューン・アルブライト症候群など

の全身疾患
16),そ

して,日呼吸,日 焼け,頭髪の色 ,

年齢などの原因がある
17)と

されていることから,相

関が認めらなかったのには喫煙以外の原因があった

のではないかと推測される.

また,喫煙による場合,歯肉にメラニン色素沈着

が現れるまで 1年程かかり,消失するのに3年かか

るといわれているが
18-19),喫

煙経験のある学生は禁

煙してから1年 も経っていなかったものの歯肉にメ

ラエン色素沈着はみられなかった.今回は,受動喫

煙を受けている時間を調査したが,受動喫煙を受け

ている時間が長いからといって着色が有るという結

果は得られなかった.

今回の研究で受動喫煙と歯肉のメラエン色素沈着

の間に有意差は認められなかった。その結果から,

歯肉のすべてのメラエン色素沈着が,喫煙・受動喫

煙だけが原因ではなく多数の原因が考えられる.歯

肉にメラニン色素沈着があるから「喫煙 している,

受動喫煙を受けている」という先入観を我々医療従

事者が もち,思い込みで患者への歯科保健指導を

行ってしまうことは,患者への心理的負担などを与

えてしまうことにも繋がりかねない.よ って,歯科

保健指導を行う際にはインフォーム ドコンセントを

十分に行い,患者 1人 1人の指導を行っていきたい.

V.結 論

1.受動喫煙を受けている学生は2■0%,受 けてい

ない学生は79Ю %と 受けていない学生の方が多

かった.

2.受動喫煙を受けており歯肉にメラエン色素沈着

があった学生は29%で,受動喫煙の経験が全 く

ないのにも関わらず,歯肉にメラエン色素沈着が

あった学生は1.9%で ,ど ちらも有意差は認めら

れなかった。

3.メ ラエン色素沈着が受動喫煙によって起こると

いう相関は認められなかった.

謝    辞

本稿を終えるにあたり.調査の遂行にご協力いた

だいた被験者ならびに統計解析にご指導いただいた

明倫短期大学歯科技工士学科講師植木一範先生に感

謝申しあげます .

文   献

1)市来英雄 :①歯科衛生士が患者さんに禁煙指導

するということ。デンタルハイジーン24(12):

1148-1150, 2004

2)松岡晃 :見てみよう 1喫煙の回腔への影響.デ
ンタルハイジー ン33(3):255-259,2013

3)JISHA中 央労働災害防止協会 安全衛生情報

セ ンター

http://www.i aiSh.gr.jp/uSer/anZen/ShO/

panf/201lsyOkuiba_kitsuen2.pdf

(2015.102ア クセス)

4)市来英雄 :②タバコの害について再確認してみ

よう.デ ンタルハ イジー ン24(12):1151-

1155, 2004

5)植木良恵,橋本昌美ほか :歯科衛生士のための

Quint Study Club プロフェッショナルケア編

③ 歯科から発信 | あなたにもできる禁煙支

援 :53,ク インテッセンス出版,東京,2012

6)全国健康保険協会 東京支部 :健康サポー ト特

集,歯の健康

https://kenkousupport.kyoukaikenpo. or.jp/

suppOrt/04/20141128.htlnl

(2015■ 0.2ア クセス)

7)岡崎好秀,小石剛,吉 田絵美ほか :小児におけ

る受動喫煙の影響 第一報 学童期における歯

肉着色について (抄).小児歯誌47:248,2009

8)小石剛,岡崎好秀,金属晃ほか :小児における

受動喫煙の影響 第 2報 幼児期における歯肉

着色 (抄).小児歯誌47:247,2009

9)Hedin,C.A.:Smoker's melanosis Occur― rence

and 10calizatiOn in the attaced gin― giva, Arch.

11)erIII,113:1533-1538,1977

10)厚生労働省 ,「厚生労働省の最新たばこ情報 (厚

明倫紀要 19(1)



生労働省国民健康栄養調査 )」

財団法人健康・体力づ くり事業財団,2014

http://www.health― net.or.jp/tobacco/product/

pd090000.1ltrnl

(2015.102ア クセス)

11)大見広規,小野舞菜,村中弘美ほか :大学生の

アルバイト職場における受動喫煙についての調

査.日 本禁煙学会雑誌 9(1)i3_11,2014

12)受動喫煙防止対策について,建発0225第 2号
,

2010

13)晴佐久悟 :口唇のメラニン色素沈着と喫煙,お
よび歯肉メラニン色素沈着 との関係.福 岡歯大

誌33(3):付 11,2007

14)藤原久義ほか :禁煙ガイドライン (循環器病の

診断と治療に関するガイ ドライン2003-2004年

度合同研究班報告).69:1065-1067.2005

15)中村こず枝 :青年期女子における受動喫煙の現

五十嵐真実 ほか :受動喫煙と歯肉のメラニン色素沈着との関係 73

,|た岐阜市立女子短期大学研究紀要64:41-44,

2015

16)全国歯科衛生士教育協議会監修 :最新歯科衛

生十教本 疾病の成 り立ち及び回復過程の促

進 1 病理・回腔病理学 :123.医 歯薬出版 ,

東京,2015

17)三浦梢,大谷聡子,鈴木淳司ほか :小児の歯肉

メラエン色素沈着に関する研究.小 児歯科学雑

誌49(1):11-19,2011

18)植 岡隆,田中宗雄,玉川裕夫ほか :喫煙習慣が

関係する歯肉メラエン色素沈着の疫学的研究.

口腔衛生会誌43:40-47,1993

19)植 岡隆,稲葉大輔,平田幸夫ほか :禁煙推進委

員会報告「たばこのない世界を目指 して」 2.

喫煙および禁煙の口腔の健康および歯科治療ヘ

の影響.口 衛誌57:48-53,2007


